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地政学的対立が激化する中、ビジネス界でも「デュアルユース（軍民両用）」に対する注目が集
まっている。しかし、デュアルユースは一義的に定義できるカテゴリではなく、様々な理解が交錯
している。本稿では簡単な概念整理とともに、企業対応の要点をまとめたい。

デュアルユースの規制と活用

政策的に見ると、デュアルユースには規制と活用という2つの側面がある。冷戦期、西側諸国は対共
産圏輸出統制委員会（ココム）という枠組みで戦略物資の輸出制限を行った。冷戦終結後、デュア
ルユース品目の輸出管理は、戦略的競合国の封じ込めを目的とした冷戦型から紛争地域やテロ支援
国家などを念頭に置いた不拡散型へと転換し、多国間協力が進められた。しかし近年、大国間競争
を背景に同志国連携による独自規制が再び重視されるようになり、規制手段として対内・対外投資
規制の重要性も増している。その際は、直接的な軍事転用のおそれに加え、相手国の軍事力を支え
る産業・技術基盤の発展を阻止するという観点も考慮されるようになっている。

活用面では、かつては莫大な軍事研究費から生まれる高度な軍事技術が民生部門で転用されるとい
う「スピンオフ」の論理が受け入れられた。しかし、次第に高度化した民生技術が軍事転用される
「スピンオン」が注目されるようになり、米国では硬直的な軍需産業に対する批判が高まった。冷
戦終結後には、国防費が大幅に削減される中で、デュアルユース技術の育成によって軍備と産業競
争力の強化を両立するという発想が主流化した。さらに、中国の台頭に伴って「軍民融合」戦略が
注目され、先進国でも安全保障の観点から産業政策を推進する動きが広がっている。

ビジネスにおけるデュアルユース：コンプライアンスから戦略オプションへ

従来、多くの企業にとって、デュアルユースとは政府による輸出管理などの規制措置にいかに対応
するかというコンプライアンスの問題が中心だった。日本では1987年の東芝機械ココム事件を契機
に官民の体制整備が進み、近年は経済安全保障の観点からリスクを精査する動きが広がった。さら
に、技術力を向上させた中国がデュアルユース品目の輸出管理を強化するなど、規制環境は一層複
雑化しており、コンプライアンスリスクの見極めは引き続き重要な論点であろう。

一方、事業戦略の観点では、デュアルユースは市場の拡張性をどのように考えるかという問題にほ
かならない。自社の技術・製品をデュアルユースとみなすことで、潜在的な市場は軍・民の壁を越
えて拡大し、関与するステークホルダーも多様化する。民生既成品をそのまま軍需向けに活用でき
る場合もあり、これはコマーシャル・オフ・ザ・シェルフ（COTS）と呼ばれる。各国がデュアル
ユース活用に注力する中で、研究開発や資金調達における政策支援を得られる可能性もある。

もちろんトレードオフもある。軍民の異なる要求を満たすことは必ずしも容易ではなく、優先順位
の衝突が戦略を混乱させるおそれがある。軍需への関与は時にレピュテーションリスクや規制リス
クを伴う。技術が汎用的であればあるほど民需は大きく、軍需に依存する必要性は小さい。政策に
支えられた安定的な軍需を取り込む利点もあるが、収益性が問われることになる。逆に言えば、
デュアルユース戦略は技術や民需の不確実性が大きい段階で特に有効だろう。

デュアルユース概念の拡散：企業は意義の見極めを

デュアルユースは軍民間の区別を前提とした上で、その境界域を捕捉する概念である。しかし、経
済活動の政治化が進む中、軍と民、あるいは安全保障と経済の境界はますます曖昧化している。

この背景には、情報通信やサイバーなど技術として軍民の区別がつけ難い分野が拡大していること
に加え、幅広い経済活動が究極的には安全保障を左右するという認識が存在する。また、デュアル
ユース技術の発展を通じ、国防費増大は経済成長に、産業政策は安全保障にそれぞれ貢献するとい
う「一石二鳥」の論理は、政策推進の拠りどころとしても機能する。政策当局には、デュアルユー
スのスコープを規制と活用の両面で拡大するインセンティブが働く。そして、それがさらに競合国
の対抗策を誘うという構造もある。

日本では、歴史的経緯に起因する「軍事アレルギー」からの脱却を求める観点から、デュアルユー
スの重要性が強調される傾向にある。確かに過度な軍事排除が政策体系を歪めてきたことは事実で
あり、その是正は評価されるべきだろう。ただ、デュアルユースは決して魔法の杖ではなく、その
推進が直ちに技術力の向上や経済成長につながるとは楽観できない。

拡散するデュアルユース概念に企業が惑わされないためには、政策に内在する論理を理解しつつも、
政策当局とは異なる立場からその意義を精査していくことが求められよう。
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